
入院基本料に関する事項

○地域包括医療病棟

当病棟では１日１５人以上の看護職員（看護師･准看護師）及び
１日３人以上の看護補助者が勤務しています｡

時間ごとの配置は次の通りです

・午前８：００～午後５：００（日勤帯）

看護職員１人当たりの受け持ち数は２人以内です

看護補助者１人当たりの受け持ち数は８人以内です

・午後４：３０～翌午前８：３０（夜勤帯）

看護職員１人当たりの受け持ち数は１０人以内です

○地域包括ケア病棟

当病棟では１日１０人以上の看護職員（看護師･准看護師）及び
１日４人以上の看護補助者が勤務しています｡

時間ごとの配置は次の通りです

・午前８：００～午後５：００（日勤帯）

看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です

看護補助者１人当たりの受け持ち数は１４人以内です

・午後４：３０～翌午前８：３０（夜勤帯）

看護職員１人当たりの受け持ち数は１４人以内です

看護補助者１人当たりの受け持ち数は２８人以内です

○回復期リハビリテーション病棟

当病棟では１日７人以上の看護職員（看護師･准看護師）及び
１日５人以上の看護補助者が勤務しています｡

時間ごとの配置は次の通りです

・午前８：００～午後５：００（日勤帯）



○療養病棟

当病棟では１日４人以上の看護職員（看護師･准看護師）及び１日
４人以上の看護補助者が勤務しています｡

時間ごとの配置は次の通りです

・午前８：００～午後５：００（日勤帯）

看護職員１人当たりの受け持ち数は７人以内です

看護補助者１人当たりの受け持ち数は７人以内です

・午後４：３０～翌午前８：３０（夜勤帯）

看護職員１人当たりの受け持ち数は１９人以内です

看護補助者１人当たりの受け持ち数は２９人以内です

看護職員１人当たりの受け持ち数は６人以内です

看護補助者１人当たりの受け持ち数は７人以内です

・午後４：３０～翌午前８：３０（夜勤帯）

看護職員１人当たりの受け持ち数は１３人以内です

看護補助者１人当たりの受け持ち数は２６人以内です

○緩和ケア病棟

当病棟では１日6人以上の看護職員（看護師･准看護師）が勤務し
ています｡

時間ごとの配置は次の通りです

・午前８：００～午後５：００（日勤帯）

看護職員１人当たりの受け持ち数は６人以内です

・午後４：３０～翌午前８：３０（夜勤帯）

看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です


